
大 阪 府 条 例 第 百 三 号 

大 阪 府 立 臨 海 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 
大 阪 府 立 臨 海 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 大 阪 府 条 例 第 九 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。 
改 正 後 改 正 前 

  

別 表 （ 第 十 一 条 関 係 ） 

一 （ 略 ） 

区 分 

単
位 

通 常 の

金 額 

（ 略 ） 

第
一

体
育

室 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
に

利
用

す
る

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

生 徒 等 が

利 用 す る

場 合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
日 

円 

三 五 、

〇 〇

〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 

そ の 他 の

場 合 

四 五 、

七 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 

九 一 、

七 〇

〇 

そ
の

他
の

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

営 利 及 び

宣 伝 を 目

的 と し な

い 場 合 

四 〇

六 、 七

〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

四 九

四 、 六

〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 

五 九

三 、 六

〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
二

体
育

室 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
に

利
用

す
る

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

生 徒 等 が

利 用 す る

場 合 

一 七 、

八 〇

〇 

そ の 他 の

場 合 

二 七 、

一 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 

六 二 、

三 〇

〇 

 
 

そ
の

他
の

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

営 利 及 び

宣 伝 を 目

的 と し な

い 場 合 

二 四

五 、 七

〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

三 〇

六 、 九

〇 〇 

別 表 （ 第 十 一 条 関 係 ） 

一 （ 略 ） 

区 分 

単
位 

通 常 の

金 額 

（ 略 ） 

第
一

体
育

室 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
に

利
用

す
る

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

生 徒 等 が

利 用 す る

場 合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
日 

円 

三 四 、

〇 〇

〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 略 ） 

そ の 他 の

場 合 

四 四 、

四 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 

八 九 、

一 〇

〇 

そ
の

他
の

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

営 利 及 び

宣 伝 を 目

的 と し な

い 場 合 
三 九

五 、 四

〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

四 八

〇 、 八

〇 〇 

利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 

五 七

七 、 一

〇 〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
二

体
育

室 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
に

利
用

す
る

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

生 徒 等 が

利 用 す る

場 合 

一 七 、

三 〇

〇 

そ の 他 の

場 合 

二 六 、

三 〇

〇 

利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 

六 〇 、

五 〇

〇 

 
 

そ
の

他
の

場
合 

利 用 者 が

入 場 料 を

徴 収 し な

い 場 合 

営 利 及 び

宣 伝 を 目

的 と し な

い 場 合 

二 三

八 、 八

〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

二 九

八 、 三

〇 〇 



 

 利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 
 

三 七

〇 、 三

〇 〇 

 

備 考 （ 略 ） 
二 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

大 人 
一 人 一 回 一 時 間 

      円 

四 〇 〇 

小 人 二 六 〇 

備 考 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

区 分 

単
位 

通 常 の

金 額 

夏 期 に

利 用 す

る 場 合

の 金 額 

（ 略 ） 

共
用

利
用 

大 人 

一
人

一
回 

円 

一 、 五

〇 〇 

円 

一 、 六

〇 〇 
（ 略 ）

小 人 九 三 〇 

一 、 〇

三 〇 

観 覧 す る 場 合 一 四 〇 一 五 〇 

専
用

利
用 

氷
上

競
技

に
利

用
す

る
場

合 

競
技

会
又

は
合

同
練

習
に

利
用

す
る

場
合 

小
人

が
利

用
す

る
場

合 

一
回

一
時

間
三

〇
分 

二 五 、

四 〇 〇 

二 六 、

六 〇 〇 

（ 略 ）

そ
の

他
の

場
合 

三 一 、

〇 〇 〇 

三 二 、

四 〇 〇 

そ
の

他
の

場
合 

小
人

が
利

用
す

る
場

合 

一 七 、

六 〇 〇 

一 八 、

四 〇 〇 

そ
の

他
の

場
合 

二 一 、

一 〇 〇 

二 二 、

一 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

小
人

が
利

用
す

る
場

合 

一
回

二
時

間 

九 四 、

六 〇 〇 

九 八 、

九 〇 〇 

そ
の

他
の

場
合 

一 四

四 、 二

〇 〇 

一 五

〇 、 七

〇 〇 

 

 利 用 者 が 入 場 料 を 徴

収 す る 場 合 
 

三 六

〇 、 〇

〇 〇 

 

備 考 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

大 人 

一 人 一 回 一 時 間 

      円 

三 八 〇 

小 人 二 五 〇 

備 考 （ 略 ） 

三 （ 略 ） 

区 分 

単
位 

通 常 の

金 額 

夏 期 に

利 用 す

る 場 合

の 金 額 

（ 略 ） 

共
用

利
用 

大 人 

一
人

一
回 

円 

一 、 四

〇 〇 

円 

一 、 五

〇 〇 

（ 略 ） 

小 人 九 〇 〇 

一 、 〇

〇 〇 

観 覧 す る 場 合 一 三 〇 一 四 〇 

専
用

利
用 

氷
上

競
技

に
利

用
す

る
場

合 

競
技

会
又

は
合

同
練

習
に

利
用

す
る

場
合 

小
人

が
利

用
す

る
場

合 
一

回
一

時
間

三
〇

分 

二 四 、

六 〇 〇 

二 五 、

八 〇 〇 

（ 略 ） 

そ
の

他
の

場
合 

三 〇 、

一 〇 〇 

三 一 、

五 〇 〇 

そ
の

他
の

場
合 

小
人

が
利

用
す

る
場

合 

一 七 、

一 〇 〇 

一 七 、

八 〇 〇 

そ
の

他
の

場
合 

二 〇 、

五 〇 〇 

二 一 、

四 〇 〇 

そ の 他 の

場 合 

小
人

が
利

用
す

る
場

合 

一
回

二
時

間 

九 一 、

九 〇 〇 

九 六 、

一 〇 〇 

そ
の

他
の

場
合 

一 四

〇 、 一

〇 〇 

一 四

六 、 五

〇 〇 



備 考 （ 略 ） 

四 （ 略 ） 

区 分 

単
位 

通 常 の

金 額 

（ 略 ） （ 略 ） 
大 会 議 室 

一
日 

円 

一 六 、

五 〇 〇 （ 略 ） （ 略 ） 

小 会 議 室 

一 二 、

七 〇 〇 

備 考 （ 略 ） 

五 （ 略 ） 

区 分 単 位 

金 額 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に 利 用

す る 場

合 
そ の 他

の 場 合 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 用

具 （ ボ ー ル を 除 く 。 ） 

一 式 

一 日 

円 

一 、 八 〇

〇 

円 

二 、 七 〇

〇 

バ レ ー ボ ー ル 用 具 （ ボ

ー ル を 除 く 。 ） 

一 、 二 〇

〇 

一 、 七 〇

〇 

テ ニ ス 用 具 （ ラ ケ ッ ト

及 び ボ ー ル を 除 く 。 ） 

一 、 二 〇

〇 

一 、 七 〇

〇 

卓 球 用 具 （ ラ ケ ッ ト 及

び ボ ー ル を 除 く 。 ） 

三 三 〇 五 五 〇 

バ ド ミ ン ト ン 用 具 （ ラ

ケ ッ ト 及 び シ ャ ト ル

コ ッ ク を 除 く 。 ） 

三 三 〇 五 五 〇 

レ ス リ ン グ マ ッ ト 

三 、 六 〇

〇 

五 、 三 〇

〇 

マ ッ ト 

ウ レ タ

ン 

一 枚 

一 日 

七 二 〇 

一 、 二 〇

〇 

そ 

の 

他 

大 二 五 〇 三 八 〇 

小 一 五 〇 二 三 〇 

ト ラ ン ポ

リ ン 

大 

一 台 

一 日 

一 、 五 〇

〇 

二 、 二 〇

〇 

小 七 二 〇 

一 、 二 〇

〇 

鉄 棒 七 二 〇 一 、 二 〇

〇 

跳 箱 七 二 〇 一 、 二 〇

〇 

踏 切 板 一 五 〇 二 三 〇 

平 均 台 七 二 〇 一 、 二 〇

〇 

防 球 ネ ッ ト 八 〇 一 一 〇 

ア イ ス ホ ッ ケ ー 用 ゴ

ー ル 

一 式 

一 日 

七 二 〇 一 、 二 〇

〇 

ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ 

一 個 

一 日 

三 三 〇 五 五 〇 

マ イ ク ロ ホ ン 

一 式 

一 日 

五 、 三 〇

〇 

八 、 一 〇

〇 

レ コ ー ド プ レ ー ヤ ー 

五 、 三 〇

〇 

八 、 一 〇

〇 

備 考 （ 略 ） 

四 （ 略 ） 

区 分 

単
位 

通 常 の

金 額 

（ 略 ） （ 略 ） 

大 会 議 室 

一
日 

円 

一 六 、

〇 〇 〇 （ 略 ） （ 略 ） 

小 会 議 室 

一 二 、

三 〇 〇 

備 考 （ 略 ） 

五 （ 略 ） 

区 分 単 位 

金 額 

ア マ チ

ュ ア ス

ポ ー ツ

に 利 用

す る 場

合 

そ の 他

の 場 合 

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 用

具 （ ボ ー ル を 除 く 。 ） 

一 式 

一 日 

円 

一 、 七 〇

〇 

円 

二 、 六 〇

〇 

バ レ ー ボ ー ル 用 具 （ ボ

ー ル を 除 く 。 ） 

一 、 一 〇

〇 

一 、 六 〇

〇 
テ ニ ス 用 具 （ ラ ケ ッ ト

及 び ボ ー ル を 除 く 。 ） 

一 、 一 〇

〇 

一 、 六 〇

〇 

卓 球 用 具 （ ラ ケ ッ ト 及

び ボ ー ル を 除 く 。 ） 

三 二 〇 五 三 〇 

バ ド ミ ン ト ン 用 具 （ ラ

ケ ッ ト 及 び シ ャ ト ル

コ ッ ク を 除 く 。 ） 

三 二 〇 五 三 〇 

レ ス リ ン グ マ ッ ト 

三 、 五 〇

〇 

五 、 一 〇

〇 

マ ッ ト 

ウ レ タ

ン 

一 枚 

一 日 

七 〇 〇 

一 、 一 〇

〇 

そ
の

他 

大 二 四 〇 三 六 〇 

小 一 四 〇 二 二 〇 

ト ラ ン ポ

リ ン 

大 

一 台 

一 日 

一 、 四 〇

〇 

二 、 一 〇

〇 

小 七 〇 〇 

一 、 一 〇

〇 

鉄 棒 七 〇 〇 

一 、 一 〇

〇 

跳 箱 七 〇 〇 

一 、 一 〇

〇 

踏 切 板 一 四 〇 二 二 〇 

平 均 台 七 〇 〇 

一 、 一 〇

〇 

防 球 ネ ッ ト 七 〇 一 〇 〇 

ア イ ス ホ ッ ケ ー 用 ゴ

ー ル 

一 式 

一 日 

七 〇 〇 

一 、 一 〇

〇 

ス ト ッ プ ウ ォ ッ チ 

一 個 

一 日 

三 二 〇 五 三 〇 

マ イ ク ロ ホ ン 

一 式 

一 日 

五 、 一 〇

〇 

七 、 八 〇

〇 

レ コ ー ド プ レ ー ヤ ー 

五 、 一 〇

〇 

七 、 八 〇

〇 



附 則 

 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 

電 光 表 示 盤 

一 台 

一 日 

一 〇 、 八

〇 〇 

一 五 、 八

〇 〇 

長 机 一 脚 

一 日 

一 一 〇 一 七 〇 
補 助 椅 子 六 〇 八 〇 

フ ロ ア シ

ー ト 
不 燃 性 一 枚 

一 日 

一 、 四 〇

〇 

二 、 二

〇 〇 
そ の 他 一 五 〇 二 三 〇 

ロ ッ カ ー 
一 箱 

一 日 
一 回 

六 〇 六 〇 

土 地 

一 平 

方 メ 

ー ト 

ル 一 

日 

一 二 〇 一 九 〇 

六 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

駐 車 場 

大 型 車 

一 時 

間 

円 

四 二 〇 

そ の 他

の も の 

二 一 〇 

備 考 （ 略 ） 

電 光 表 示 盤 

一 台 

一 日 

一 〇 、 五

〇 〇 

一 五 、 三

〇 〇 

長 机 一 脚 

一 日 

一 〇 〇 一 六 〇 

補 助 い す 五 〇 七 〇 

フ ロ ア シ

ー ト 

不 燃 性 一 枚 

一 日 

一 、 三 〇

〇 

二 、 一 〇

〇 

そ の 他 一 四 〇 二 二 〇 

ロ ッ カ ー 

一 箱 

一 日 

一 回 

五 〇 五 〇 

土 地 

一 平 

方 メ 

ー ト 

ル 一 

日 

一 一 〇 一 八 〇 

六 （ 略 ） 

区 分 単 位 金 額 

駐 車 場 

大 型 車 

一 時 

間 

円 

四 〇 〇 

そ の 他

の も の 

二 〇 〇 
備 考 （ 略 ） 

  


